
峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 

第１２回住民・福祉・教育小委員会（議事概要） 
 
日 時 平成 15 年 2 月 20 日（木） PM2：30～PM4：32 
場 所 弥栄町役場 
出席者数 13 人（欠席 1 人） 
傍聴者数 6 人 
主な議題 
（1）協議第 1 号 19-13 環境事務の取扱い（その３） 
（2）協議第 2 号 19-20 学校教育の取扱い（その６） 
（3）協議第 3 号 19-16 各種社会福祉事業等の取扱い（その７） 
（4）次回の議題について 
（5）次回の小委員会の予定 
議事経緯 
◆委員長あいさつ 
◆会議成立確認 
◆新委員紹介 
 
    久美浜町町会議員選挙に伴う委員の変更について 
 
    委員変更  久美浜町 清水 勇委員    小谷 毅委員 
 
◆議事 
 
（1）協議第 1 号 19-13 環境事務の取扱い（その３）・・・・・・確認 
 
主な意見 
 
委 員 火葬場使用料は、網野町が 10,000 円でその他の町は 15,000 円となっているが、 
    網野町は補助が 10,000 円出て無料となるが、その他の町ではどうか。 
部 会 他の町では、国保の被保険者の場合 30,000 円の葬祭費が出ている。 
委 員 し尿については網野町が直営、久美浜町が町営で許可業者、他の４町は竹野川環 
    境衛生組合ということで業者委託ということになっており、調整として竹野川環 
    境衛生組合にあわせるということだが、久美浜町は業者との話し合いはできてい 
    るのか。また、合特法に基づく合理化事業計画を立て、新市で調整するというこ 
    とだが、協議会での調整ではないのか。 
部 会 久美浜町は、許可業者との話し合いで委託業者となることに同意を得ている。合 
    理化計画は、既存の業者の現在の町での実績を把握し、下水道の普及などによる 
    減少分の代替業務を保証するためのものである。 



委 員 新市でひとつの地域となるが、既存の業者の配置などはどうなるのか。 
部 会 既存の業者は既存の町を考えているが、将来市になり十分な代替業務が提供でき 
    ない場合、合理化計画の中で網野町の直営を委託とし業務を確保したい。 
委 員 網野町・久美浜町の施設は、老朽化が進んでいるということだがいつまでもつの 
    か。また、その見通しはどうか。 
部 会 汚泥の焼却炉については、昨年の 12 月からのダイオキシンの規制強化で、竹野 
    川環境衛生組合でお世話にならなければならず、早急な対応が必要である。 
委 員 久美浜町は今年の６月、網野町は秋から竹野川環境衛生組合への搬入と聞いてい 
    るが、竹野川環境衛生組合の汚泥処理能力はどうか。 
部 会 現在の４町でいけば、平成 17 年までの見込みで作られており、また久美浜町分 
    の受け入れの余力はあるということだが、平成 17 年以降峰山・大宮町の下水道 
    の汚泥が搬入されてくると焼却炉の増設をせざるを得ないということで計画の見 
    直しをされている。汚泥焼却炉については、合併後の主要事業の中にあげている。 
委 員 火葬場についても老朽化だが、部会ではどういう議論となっているか。 
部 会 現在、炉の老朽化が課題と聞いている。平成 20 年頃を目安に施設整備を考えた 
    い。しかし、距離的なことや規模、その数については結論を出していないが、事 
    業計画では当面一つとしている。 
 
（2）協議第 2 号 19-20 学校教育の取扱い（その６）・・・・・・・確認 
 
主な意見 
 
委 員 スクールバスの基準の遠隔地とはどうなっているか。また一般の人の利用は可能 
    か。 
部 会 遠隔地とは、一般的に小学校で片道 4ｋｍ以上、中学校で片道 6ｋｍ以上となっ 
    ているが、ここでのスクールバスは、統廃合等の条件による運行ということで、 
    距離数ではなく一部地域の送迎ということになっている。一般乗客については、 
    制度上の用途が限られており乗れないと考える。 
委 員 スクールバスについては、子供たちの寄宿舎の問題や、福祉の関係、病院への通 
    院などの問題を考え、合理的な運用方法を課題としていただきたい。 
部 会 寄宿舎の問題は、道路交通網が新市になり整備されるということを踏まえ、スク 
    ールバスの運行と併せて検討していきたい。 
 
（3）協議第 3 号 19-16 各種社会福祉事業等の取扱い（その７）・・・・確認 
 
主な意見 
 
委 員 手話通訳者設置、手話奉仕員養成ということで六町で 700 万円くらいの委託料と 
    なっているが、どういう基準となっているのか。 
部 会 京都聴覚言語障害者福祉協会への委託料は六町の人口割りとなっている。ここに 



    は職員が 2 人おり、相談事業、付き添いを実施していただいている。新市では、 
    委託料を一括、一本化して同じような形で委託していくことを考えている。 
 
（4）次回の議題について 
   協定項目の協議について 
 
（5）次回の小委員会の予定 
   第 13 回住民・福祉・教育小委員会 
   日 時 平成 15 年 3 月 11 日（火）午前 9 時 30 分～ 
   場 所 大宮町 ふれあい工房 

 
文責 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会事務局 

（速報のため、事後修正の可能性あり） 


